[bookmark: _GoBack]連携施設に関する協定書（例）


　安曇野市が定める「安曇野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年条例第36号）」第６条の規定による連携施設に係る協定に関し、●●（以下「甲」という）と、▲▼（以下「乙」という。）は、以下のとおり合意し、本協定書（以下「本協定」という。）を締結する。

（保育の内容に関する支援）
第１条　甲は、乙の在籍児に対して、集団保育を体験させるための機会の設定、保育の提供に関して必要な助言、その他の必要な支援を行うものとする。
２　乙の在籍児は、甲の主催する行事等に参加できるものとする。
３　乙の在籍児が前項の行事等に参加する場合は、乙は行事開催日の○日前までに、参加人数、参加形態その他の必要事項について甲と協議するものとする。

（代替保育の提供）
第２条　甲は、乙の職員が病気や研修受講等により保育を提供できないときは、必要に応じて代替保育を提供する 。
２　乙は、甲に対して、乙の施設へ代替要員の派遣を依頼するときは、代替要員１人につき１日あたり■円を支払うものとする。
３　乙は、甲に対して、乙の利用児童を甲の施設で保育することを依頼するときは、利用児童１人につき１日あたり■円を支払うものとする。

（第三者委託の禁止）
第３条　甲は、前２条に掲げる業務を、甲以外の第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

（保育の提供が終了した児童の受け入れ）
第４条　甲は、乙による保育の提供が終了した児童の受入枠を一定数確保するものとする。
２　甲及び乙は、前項の受入れが円滑に行えるよう、双方の保育内容及び保育環境の状況について、互いに情報提供を行うとともに状況把握に努めるものとする。
３　第１項による受入れに際しては、乙は当該児童の保護者から同意を得たうえで、甲に対し、当該児童の保育に必要な情報を提供するものとする。
４　甲は、乙と毎年10月末までに協議のうえ、翌年度当初の甲への受け入れ児童数を決定するものとする。

（事故への対応）
第５条　第１条に規定する業務において、乙の利用児童に事故等が生じたときは、原則として乙が責任を負う。
２　利用児童が甲の施設へ移動する際には、利用児童が在籍する施設において十分に監督できる職員を配置するとともに、移動中の事故等に関しては、原則として利用児童が在籍する施設において責任を負う。

（有効期間）
第６条　本協定の有効期間は、契約締結日から令和○年3月31日までとし、甲乙いずれかから別段の意思表示がない場合は、更に１年自動更新するものとする。

（協定の見直し及び解除）
第７条　甲又は乙のいずれかが、本協定内容の変更又は解除を申し出たときは、当事者間の協議により、本協定の変更又は解除を行うものとする。
２　甲又は乙は、相手方が法令又は本協定に反すると認めた場合は、前条の期間中であっても、本協定を解除することができる。
（疑義等の決定）
第７条　本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲乙間で協議して定めるものとする。


　本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙それぞれ記名し、押印のうえ各自その１通を保有する。


令和　○年　○月　○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞


　　　　　　　　　　　　　　　　　乙　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
